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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の領域を、境界線を用いて水平方向又は垂直方向に分割することで第２の領域及び
第３の領域、第４の領域を表示する第１の表示手段と、
　前記第１の領域の輪郭と前記第２の領域の輪郭が重なる辺が存在する位置まで前記第３
の領域と前記第４の領域を隔てる境界線を移動する指示をユーザーから受け付ける受付手
段と、
　前記第１の領域の輪郭と前記第２の領域の輪郭が重なる辺が存在する位置まで前記第３
の領域と前記第４の領域を隔てる前記境界線を移動する指示を前記受付手段が前記ユーザ
ーから受け付けた場合に、前記第２の領域を表示せずに前記第３の領域と前記第４の領域
を表示する第２の表示手段とを有し、
　前記第１の表示手段は、前記第３の領域の幅に基づいてファイルの表示状態をリスト又
はサムネイルで表示することを特徴とする情報処理装置。
【請求項２】
　前記第１の表示手段は、前記第２の領域及び前記第４の領域の間に前記第３の領域を表
示することを特徴とする請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項３】
　前記第２乃至第４の領域は最小表示幅を有し、前記受付手段が前記最小表示幅よりも前
記第２乃至第４の領域を狭くするように境界線を移動する指示を前記ユーザーから受け付
けた場合に、前記第２乃至第４の領域を前記最小表示幅より狭くならないように制御する
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制御手段と、を有することを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の情報処理装置。
【請求項４】
　前記制御手段は前記第２乃至第４の領域のいずれかの領域で編集作業又は文書の選択が
行われている場合に前記最小表示幅を拡大することを特徴とする請求項３に記載の情報処
理装置。
【請求項５】
　前記第１の領域はウィンドウであることを特徴とする請求項１乃至４のいずれか１項に
記載の情報処理装置。
【請求項６】
　第１の領域を、境界線を用いて水平方向又は垂直方向に分割することで第２の領域及び
第３の領域、第４の領域を表示する第１の表示工程と、
　前記第１の領域の輪郭と前記第２の領域の輪郭が重なる辺が存在する位置まで前記第３
の領域と前記第４の領域を隔てる境界線を移動する指示をユーザーから受け付ける受付工
程と、
　前記第１の領域の輪郭と前記第２の領域の輪郭が重なる辺が存在する位置まで前記第３
の領域と前記第４の領域を隔てる前記境界線を移動する指示を前記受付工程で前記ユーザ
ーから受け付けた場合に、前記第２の領域を表示せずに前記第３の領域と前記第４の領域
を表示する第２の表示工程とを有し、
　前記第１の表示工程は、前記第３の領域の幅に基づいてファイルの表示状態をリスト又
はサムネイルで表示することを特徴とする制御方法。
【請求項７】
　コンピュータに、
　第１の領域を、境界線を用いて水平方向又は垂直方向に分割することで第２の領域及び
第３の領域、第４の領域を表示する第１の表示工程と、
　前記第１の領域の輪郭と前記第２の領域の輪郭が重なる辺が存在する位置まで前記第３
の領域と前記第４の領域を隔てる境界線を移動する指示をユーザーから受け付ける受付工
程と、
　前記第１の領域の輪郭と前記第２の領域の輪郭が重なる辺が存在する位置まで前記第３
の領域と前記第４の領域を隔てる前記境界線を移動する指示を前記受付工程で前記ユーザ
ーから受け付けた場合に、前記第２の領域を表示せずに前記第３の領域と前記第４の領域
を表示する第２の表示工程とを実行させ、
　前記第１の表示工程は、前記第３の領域の幅に基づいてファイルの表示状態をリスト又
はサムネイルで表示することを特徴とするプログラム。
【請求項８】
　前記第１の表示工程は、前記第２の領域及び前記第４の領域の間に前記第３の領域を表
示することを特徴とする請求項７に記載のプログラム。
【請求項９】
　前記コンピュータに、
　前記第２乃至第４の領域は最小表示幅を実行させ、前記受付工程で前記最小表示幅より
も前記第２乃至第４の領域を狭くするように境界線を移動する指示を前記ユーザーから受
け付けた場合に、前記第２乃至第４の領域を前記最小表示幅より狭くならないように制御
する制御工程と、を実行させることを特徴とする請求項７又は請求項８に記載のプログラ
ム。
【請求項１０】
　前記制御工程は前記第２乃至第４の領域のいずれかの領域で編集作業又は文書の選択が
行われている場合に前記最小表示幅を拡大することを特徴とする請求項９に記載のプログ
ラム。
【請求項１１】
　前記第１の領域はウィンドウであることを特徴とする請求項７乃至１０のいずれか１項
に記載のプログラム。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画面に表示される複数の表示領域の境界線の移動処理を行う情報処理装置、
表示方法、およびプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば、複数のフォルダ内にそれぞれ複数の文書を配置し管理する電子文書管理システ
ムでは、１つのユーザインターフェースは１つのウィンドウ内に表示され、その中に複数
の表示領域（以下、ペインと称す）を持つものが知られている（特許文献１）。例えば、
フォルダ階層を表示するツリーペイン、１フォルダ内の文書やサブフォルダを表示するコ
ンテンツペイン、各フォルダや文書の属性情報を表示するプロパティペインの３つで構成
されるものが良く知られている。それぞれのペインの表示幅や高さは、各ペインの境界線
をマウスでドラッグすることで自由に変更可能である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００７－３３４６９１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところが、使い易い表示状態にするために幅や高さを変更するためには、それぞれの境
界線をドラッグして移動する必要があり、煩雑な作業が必要であった。
【０００５】
　例えば、各ペインの境界線をドラッグして移動すると、あるペインの表示幅は広がるが
、隣のペインが隠れてしまうことがあった。或いはまた、例えば右側の境界線を左側の境
界線まで移動した場合には、そのペインが隠れて表示されなくなるという問題があった。
そのため、重要な情報や必ず表示させておきたい情報が隠れてしまうことがあった。必要
な情報を表示させるためには、複数の境界線のドラッグを繰り返して表示幅を調整する必
要があり、その作業はユーザにとって煩雑で使いづらいものとなっていた。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　第１の領域を、境界線を用いて水平方向又は垂直方向に分割することで第２の領域及び
第３の領域、第４の領域を表示する第１の表示手段と、
　前記第１の領域の輪郭と前記第２の領域の輪郭が重なる辺が存在する位置まで前記第３
の領域と前記第４の領域を隔てる境界線を移動する指示をユーザーから受け付ける受付手
段と、
　前記第１の領域の輪郭と前記第２の領域の輪郭が重なる辺が存在する位置まで前記第３
の領域と前記第４の領域を隔てる前記境界線を移動する指示を前記受付手段が前記ユーザ
ーから受け付けた場合に、前記第２の領域を表示せずに前記第３の領域と前記第４の領域
を表示する第２の表示手段とを有し、
　前記第１の表示手段は、前記第３の領域の幅に基づいてファイルの表示状態をリスト又
はサムネイルで表示することを特徴とする情報処理装置。
【発明の効果】
【０００７】
　重要な情報や、必ず表示させておきたい情報が隠れることがなくなり、ユーザにとって
使い易いユーザインターフェースを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】システムの概略図
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【図２】画面の表示例Ａ、Ｂ
【図３】画面の表示例Ｃ、Ｄ
【図４】各ペインのデータテーブル
【図５】画面表示処理のフローチャート
【図６】各ペインの状態毎のデータテーブル、ペイン毎に優先順位を設定する場合のデー
タテーブル
【図７】表示幅により各ペインの表示状態を変更する場合のデータテーブル
【図８】画面の表示例
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、本発明を実施するための最良の形態について図面を用いて説明する。
【００１０】
　図１（Ａ）は、本発明の実施に好適な、文書アプリケーションを有する情報処理装置と
して機能するＰＣ（パーソナルコンピュータ）を示したブロック図である。ＰＣ１００は
、文書の内容を表示するディスプレイ１０１、文書編集を行う際に文字やフォントを入力
するためのキーボード／マウス１０２を備える。またキーボード／マウス１０２は、領域
の境界線をドラックして移動を指示する。ＰＣ１００は、文書アプリケーション２００及
び文書を保存する場所としてハードディスク１０３、ＲＡＭ１０４、ＣＤ－ＲＯＭ１０５
を備え、プログラム実行を行うＣＰＵ１０６を備える。また、文書ファイル及び、文書フ
ァイルを保存する場所はＰＣ内に限らず、ネットワークで接続されたＰＣ外の場所でも良
い。
【００１１】
　図１（Ｂ）はシステムの概略図である。
【００１２】
　本システムは電子文書管理システムであり、パーソナルコンピュータ上で動作する。表
示設定記憶部１０１０は、画面表示に関する設定情報を記憶する。文書データ１０５０に
は、本システムで管理する文書が蓄積されている。属性情報１０６０には文書データ１０
５０に蓄積されているそれぞれの文書に関する属性情報が蓄積されている。属性情報１０
６０には、例えば文書名や作成者名など文書に直接関係する属性だけでなく、その文書が
配置されるフォルダに関する情報も含まれる。画面構成部１０２０は、属性情報１０６０
の中から表示すべき情報を読み出した上で、表示パーツ記憶部１０３０に記憶されている
表示パーツを組み合わせて、ユーザインターフェース上に表示する画面を作成する。表示
パーツ記憶部１０３０は、ユーザインターフェース上に表示可能なボタンやメニュー、表
示文字列など予め決められた各パーツを記憶する。画面表示部１０４０は、画面構成部１
０２０が作成した表示画面を、コンピュータ上のユーザインターフェース上に表示する。
【００１３】
　図２（Ａ）は、画面表示部１０４０がコンピュータのユーザインターフェース上の１つ
のウィンドウ上に表示されている画面の例である。
【００１４】
　タイトルペイン２０１には、ヘルプの表示や文書検索を行なうために必要な項目が配置
される。
【００１５】
　ツリービューペイン２０２は、フォルダ階層を視覚的にツリー表示する。この例では、
本システムのルート２０８の下にライブラリＡ２０９、ライブラリＢ１１０が存在し、そ
の配下にフォルダが階層構造を成して配置される。ライブラリはフォルダよりも概念的に
上位に位置し、例えば会社の部門単位で割り当てられる。その配下に配置されるフォルダ
は、例えば年度毎にフォルダを作成したり、あるいは業務種別毎にフォルダを作成し、そ
のフォルダの下にそれぞれ文書が配置されることになる。図の例では、ライブラリＢ２１
０の下にはＦｏｌｄｅｒＣ２１１が存在し、その下に更にＦｏｌｄｅｒＤが配置されてい
る。現在選択中のフォルダはＦｏｌｄｅｒＣ２１１であり、それと分かるよう矩形表示さ
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れる。
【００１６】
　コンテンツペイン２０３にはＦｏｌｄｅｒＣ２１１の下に配置されるフォルダや文書が
、名前２１２や更新日２１３といった属性情報１０６０の情報と共に表示される。ユーザ
は、どの属性情報１０６０を表示するかを選択することが可能である。ペイン内に表示さ
れないものを表示するためにスクロールバー２０７が表示されている。また、現在選択中
のフォルダまたは文書はそれと分かるように矩形表示される。図の例では納品書２１４が
選択中である。
【００１７】
　プロパティペイン２０４には、コンテンツペイン２０３で選択中のフォルダまたは文書
に関する属性情報１０６０が一覧表示される。図の例では納品書２１４のサムネイル画像
２１５、文書の名前２１６、その他文書のＵＲＬや作成者等の情報が表示されている。ま
た、属性情報１０６０の中にはユーザが任意に設定／編集可能な情報もある。図の例では
承認者２１７、送付先住所２１８がそれに相当し、それと分かるように下線付きで表示さ
れる。編集ボタン２１９を押下すると編集可能となりキーボードやマウス操作によって文
字列の入力操作が可能となる。
【００１８】
　左境界線２０５はツリーペイン２０２とコンテンツペイン２０３の境界を表す区切り線
であり、マウスを用いてドラッグすることで左右に移動可能である。同じく右境界線２０
６はコンテンツペイン２０３とプロパティペイン２０４との境界を表す区切り線である。
それぞれの境界線がドラッグされ移動されると、その位置に応じて各ペインの表示幅が変
ることになる。
【００１９】
　続いて図４は、各ペインの最小表示幅を規定するデータテーブルである。本テーブルは
表示設定記憶部１０１０に記憶されている情報であり、ペイン名３０１とそのペインの最
小表示幅３０２から構成される。本実施形態では、幅の情報を持たせたが、高さの情報で
もよく、幅と高さの両方の情報を持たせても良い。また各ペインの最小幅を規定する情報
は、キーボード／マウス１０２により設定可能である。ペイン名３０１には図２を用いて
説明した各ペインが含まれ、図の例ではツリーペイン３０３とプロパティペイン３０５の
最小表示幅３０２は０、コンテンツペイン３０４の最小表示幅３０２は３００となってい
る。単位はプログラム上で定める任意の値であり、例えば表示ピクセル数である。この図
の例では、ツリーペイン３０３とプロパティペイン３０５は表示させなくすることが可能
であり、一方、コンテンツペイン３０４は必ず３００以上の表示幅を持つことが分かる。
【００２０】
　図２（Ｂ）を用いて、ペインの表示幅変更の例を説明する。
【００２１】
　図２（Ａ）の表示状態から左境界線２０５をドラッグし、ウィンドウの左端まで移動し
た場合を想定する。この場合、ツリーペイン２０３の表示幅が少なくなる。
【００２２】
　まずプログラムは図４で説明したデータテーブルを参照し、ツリーペイン３０３の最小
幅３０２を読み取る。値は０であるため結果的にツリーペイン２０３は全て隠れ、ウィン
ドウの左端に左境界線２０５が表示されることになる。コンテンツペイン２０３の表示幅
が広がり、承認者２１７や送付先住所２１８の情報まで表示されるようになる。プロパテ
ィペイン２０４には１つのフォルダまたは文書の情報しか表示されないため、複数のフォ
ルダまたは文書の情報を一覧したい場合には、ユーザは図２（Ｂ）のようにコンテンツペ
イン２０３の表示幅を広げ、各情報を確認する。
【００２３】
　図３（Ａ）は、２通りの操作を行なった後の表示状態である。結果的に同じ表示状態と
なる。
【００２４】
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　まず、図２（Ｂ）の状態から右境界線２０６をウィンドウの左端まで移動した場合を想
定する。
【００２５】
　コンテンツペイン２０３が表示されなくなる操作であるが、プログラムは図４で説明し
たデータテーブルを参照し、コンテンツペイン３０４の最小幅３０２を読み取る。値は３
００であるため、結果的にコンテンツペイン２０３は隠れることなく、表示幅３００の状
態で表示される。
【００２６】
　また、図２（Ａ）の状態から右境界線２０６をドラッグし、ウィンドウの左端まで移動
した場合を想定する。同じくコンテンツペイン２０３が表示されなくなる操作であるが、
プログラムは、やはり同じく図４で説明したデータテーブルを参照し、ツリーペイン２０
２とコンテンツペイン３０４の最小幅３０２を読み取る。ツリーペイン２０２の値は０で
あるため、ツリーペインは隠れることになる。コンテンツペイン３０４の値は３００であ
るため、結果的にコンテンツペイン２０３は隠れることなく、表示幅３００の状態で左端
に表示される。
【００２７】
　続いて図２（Ａ）の状態から右境界線２０６をドラッグし、左にやや移動した場合の例
を図３（Ｂ）を用いて説明する。
【００２８】
　プログラムは図４で説明したデータテーブルを参照し、まずコンテンツペイン３０４の
最小幅３０２を読み取る。右境界線２０６がその最小値幅を超えて移動された場合、プロ
グラムは続いて同じく図４で説明したデータテーブルを参照し、ツリーペイン２０２の最
小幅３０２を読み取る。その結果、ツリーペイン２０２の表示を狭くすることが可能と判
断すると、移動した右境界線２０６の位置からコンテンツペイン３０４の最小値幅分だけ
表示するように、反対側の左境界線２０５を自動的に移動する。その結果ツリーペイン２
０２の表示幅は狭くなる。図の例では、コンテンツペイン３０４が最小幅の状態で表示さ
れている。
【００２９】
　続いて、各ペインの表示幅の算出方法について、図５のフローチャートを用いて具体的
に説明する。図５のフローチャートに係るプログラムは、ハードディスク１０３に記憶さ
れており、ＲＡＭ１０４に読み出されＣＰＵ１０６によって実行される。
【００３０】
　左境界線２０５または右境界線２０６がドラッグされ移動されると、プログラムは境界
線移動処理を実行する。まずＳ４０１にてドラッグされている境界線（ａ）の移動量を検
知する。ここでは、図２（Ａ）の右境界線２０６が左へ移動されたと想定する。続いてＳ
４０２にて移動方向側のペイン（Ａ）、すなわち図２（Ａ）におけるコンテンツペイン２
０３の最小幅を図４で説明したデータテーブルから読み取る。図４によるとその値は３０
０となっている。続いてＳ４０３の条件判断分岐を行なう。検知した境界線（ａ）の移動
量と、移動前のペイン（Ａ）の表示幅から最小幅を引いた値と比較し、移動量の方が小さ
い場合にはＳ４０４へと進む。移動量の方が小さいということは、移動方向側のペイン（
Ａ）の表示サイズにまだ余裕があるということであり、Ｓ４０４にてその位置を境界線（
ａ）の新しい位置としペイン（Ａ）の表示幅は狭くなることになる。
【００３１】
　Ｓ４０３の条件判断の結果、移動量の方が大きい場合にはＳ４０５へと進み、移動方向
側のペイン（Ａ）より更に先の隣のペイン（Ｂ）が存在するか否かを判断する。ペイン（
Ｂ）は、ここでは図２（Ａ）のツリーペイン２０２に相当する。存在の有無は、画面表示
部１０４０にて現在表示している画面の状態を保持していることから判断可能である。も
しも存在しない場合は、つまりペイン（Ａ）はウィンドウの端に面している状態であり、
ウィンドウの端からペイン（Ａ）の最小幅の位置だけ戻った位置に境界線（ａ）を置く。
【００３２】
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　Ｓ４０５の条件判断で隣のペイン（Ｂ）が存在すると判断した場合にはＳ４０７へと進
み、ペイン（Ｂ）の表示幅を変更する処理を行なう。
【００３３】
　Ｓ４０７では、ペイン（Ａ）とペイン（Ｂ）の間の境界線（ｂ）が、（境界線（ａ）の
移動量＋ペイン（Ａ）の最小幅）－ペイン（Ａ）の元の幅）だけ移動されたと見なす。境
界線（ｂ）は、ここでは右境界線２０６の反対側の左境界線２０５に相当する。その境界
線（ｂ）の移動量を移動量（ｂ）とする。続いてＳ４０８にて、本境界線移動処理を再帰
的に実行する。つまり、ペイン（ｂ）の幅を狭める方向で境界線（ｂ）が移動量（ｂ）だ
け移動されたと見なし、境界線移動処理を下位処理として実行する。下位処理内のＳ４０
４またはＳ４０６にて境界線の位置が決まり、その位置が本処理に戻される。もしも下位
処理内にて更に隣のペインの幅を狭める方向で境界線を移動する必要があれば、更に下位
処理として境界線移動処理を再帰的に実行する。
【００３４】
　下位処理が終わると、続いてＳ４０９へと進む。Ｓ４０９にて、下位処理から戻される
境界線の位置を境界線（ｂ）の位置とする。その後Ｓ４１０にて、境界線（ａ）の位置を
、境界線（ｂ）からペイン（Ａ）の最小幅分だけ戻した位置とする。
【００３５】
　Ｓ４１１にて、現在の処理が上位の境界線移動処理Ｓ４０８で再帰呼び出しされたもの
であるかを判断する。再帰呼び出しされたものである場合には、Ｓ４１２にて境界線の位
置を上位の処理に戻す。具体的には上位の処理のＳ４０９が実行されることになる。
【００３６】
　再帰呼び出しされたものでは無い場合、Ｓ４１３へ進み、ユーザインターフェース上へ
表示する画面を図１を用いて説明した手順で作成し、表示する。
【００３７】
　（その他の実施例１）
　ペインの最小表示幅を複数持つ場合の例を図６（Ａ）を用いて説明する。
【００３８】
　前述の実施例では、各ペインの最小表示幅を規定するデータテーブルは図４のものであ
ったが、そこに文書選択中の最小幅５０６、プロパティ編集中の最小幅５０７が追加にな
っている。テーブルの右にあるものほど優先順位は高いことになる。
【００３９】
　前述の実施例の図６（Ｂ）フローチャート内のＳ６０２でペイン（Ａ）の最小幅を取得
するが、その際、図６（Ａ）のデータテーブルの、一番右の条件である、プロパティペイ
ン２０４にてプロパティ編集中か否かを判断する。編集中であればコンテンツペイン２０
３ならば最小幅は３００、プロパティペイン２０４ならば最小幅は５００、ツリーペイン
２０２は０であることを読み取る。この状態では、ユーザはプロパティペイン２０４にて
プロパティの編集中であることから、このペインの最小表示幅を大きくしておくことで、
編集作業をし易くする。さらにその場合、ユーザはどの文書のプロパティを編集している
のかを確認し易くするために、コンテンツペイン２０３の最小幅をやや小さめで規定する
ことで、どの文書を現在選択中なのかを一目で用意に確認できる。
【００４０】
　プロパティ編集中でない場合には、図６（Ａ）の左側の項目へ移り、コンテンツペイン
２０３にて文書選択中か否かを判断する。選択中ならばコンテンツペイン２０３の最小幅
は５００、それ以外のペインは０であることを読み取る。文書選択中の場合、ユーザはコ
ンテンツペイン２０３で文書のコピーや移動、ダウンロードなどの操作を続ける可能性が
あるため、コンテンツペイン２０３の最小表示幅をやや広くしておく。
【００４１】
　文書選択中で無い場合には、図後の左側の項目へ移り、コンテンツペイン２０３の最小
幅は３００、それ以外のペインは０であることを読み取る。
【００４２】
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　（その他の実施例２）
　ペインの最小表示幅ではなく、ペインの優先順位だけを持つ場合の例を図６（Ｂ）を用
いて説明する。
【００４３】
　前述の実施例では、各ペインの最小表示幅を規定するデータテーブルは図４のものであ
ったが、最小表示幅の代わりに優先順位が設定されている。数字の低いもの程、優先順位
が高いことになる。この優先順位は、例えば次のような操作をした場合に、どのペインの
幅から変更させるかを決めるものである。
【００４４】
　例えば、図２（Ａ）の右境界線２０６をドラッグして左に移動した場合、プログラムは
図６（Ｂ）のデータテーブルを参照し、右境界線２０６よりも左に位置するツリーペイン
６０３とコンテンツペイン６０４の優先順位を取得する。コンテンツペイン６０４の優先
順位の方が高いため、図２（Ａ）の画面上ではコンテンツペイン２０３の表示幅はそのま
まとし、左境界線２０５が左へ移動する。その結果、優先順位の低いツリーペイン２０２
の表示幅が少なくなることになる。
【００４５】
　図６（Ｂ）のテーブルに図４の最低表示幅を追加すると、表示幅を少なくするペインの
優先順位と、その最小幅を同時に規定することが出来る。例えば最も優先順位の低いペイ
ンの表示幅が最小表示幅に達したならば、それ以後は次に優先順位が低いペインの表示幅
を最小表示幅まで減らしていく処理が続くことになる。
【００４６】
　（その他の実施例３）
　ペインの表示幅に応じてペイン内のコンテンツの表示状態を変更する例を、図７のペイ
ンビューテーブルを用いて説明する。
【００４７】
　例えば図２（Ａ）の右境界線２０６がドラッグされ左へ移動された場合、プログラムは
図７のペインビューテーブルを参照する。右境界線２０６の移動によりコンテンツペイン
２０３の表示幅が狭くなるが、移動後の表示幅に該当する値からテーブルを参照する。例
えば表示幅が５５０となった場合には、表示幅Ｂ７０３に該当することが分かり、そのと
きのコンテンツペインの表示状態は「小サムネイル」であることが読み取れる。プログラ
ムはコンテンツペイン２０３の表示状態を小サムネイルで表示するよう変更する。その表
示状態を図８に示す。中央のコンテンツペインはサムネイル画像の下に文書名が表示され
た状態となる。選択中の文書はやはり矩形で囲まれて表示される。もしも表示幅Ａ７０２
の場合にはリスト表示となるが、リスト表示の例は図２（Ａ）のコンテンツペインの表示
状態である。表示幅Ａ７０４の場合には大サムネイル表示となり、図８のサムネイルより
も大きなサムネイル画像で表示する。しかし１つの文書が占める表示面積が増えるため、
ペインが狭い状態では少ない文書しか表示できないことになる。そのためペインが狭い場
合には小サムネイル、あるいはリスト表示に自動的に切り替えることにより、情報量の減
らすことなく表示可能となり、ユーザの使い勝手と作業効率を向上することが可能となる
。
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